
「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和７年９月分） 

見出し 0709-01 国道 45 号線（宇部峠）動物対策と除草作業について 

ご意見 国道 45 号の野田峠頂上付近における「動物進入対策」と「除草対応」

について 

回答 このたびは、国道における維持管理に関する貴重なご提言を頂きあ

りがとうございます。 

ご提言いただきました国道45号の野田峠における「動物進入対策」

と「除草対応」についてでありますが、当路線を管理している三陸国道

事務所久慈維持出張所に情報提供し、状況を説明したところ、「野生動

物の道路横断中の衝突事故は他路線においても課題となっており、標

識設置による道路利用者への注意喚起等の対策が考えられることか

ら、今後も定期的な道路パトロールの実施により、標識設置の必要性

の検討を含め、交通安全の確保に努めていく。また、除草対応につい

て、車両通行に支障がある場合は除草作業を行っているが、今回の要

望を受け、改めて現地の状況を確認し適切に対応したい。」と回答をい

ただいたところです。 

 市では、道路利用者が安全に通行できるように、引き続き国と協力

し、適切な維持管理に取り組んでまいります。 

担当課 建設企画課 電話：0194-52-2120 


